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第１ 監査の対象及び目的

１ 監査の対象

産業廃棄物税の使途について

２ 監査の目的

県は，平成１７年度に，排出産業廃棄物に対して課税する「産業廃棄物税」制

度を，税収の使途を特定した地方税法の法定外目的税として，新設導入した。

導入の理由は，地方税法第７３３条に定める国の課税同意を受けるために提出

した国への協議書において 「産業廃棄物の発生抑制等のインセンティブ効果を，

期待し得る経済的負担措置を講じるとともに，税収は，産業廃棄物の発生抑制の

ための技術開発やリサイクル製品の開発等に対する経済的支援，環境・リサイク

ル産業の育成・創出等の施策を実施する費用に充てる」となっている。

また，税収の使途については，産業廃棄物税条例（以下 「条例」という ）第， 。

１９条に，徴収費用を控除した金額を産業廃棄物の発生の抑制，減量化，再生利

用その他適正な処理の促進に関する施策の実施に要する費用に充てなければなら

ないと規定されている。

これらのことから，今回の「産業廃棄物税の使途」にかかる行政監査は，平成

１７年度から新設導入した産業廃棄物税の運用が，導入の理由とされた施策目的

の達成に相応しい内容となっているかについてと併せて，収入された金額が条例

第１９条の規定に基づいて適切に使用されているかについて監査を行い，今後の

事業展開に改善が必要か否かを確認し，事業執行の適正化に資することを目的と

する。

第２ 監査の概要

１ 監査の対象機関及び実施方法

， 。監査の対象機関は 産業廃棄物税を充当した事業を行っている次の２課とした

( ) 資源循環推進課1
( ) 廃棄物対策課2
なお，徴収に関しては税務課が，徴税費中人件費の算定に関しては財政課が行

っているが，産業廃棄物税を充当した事業を執行していないので監査対象からは

除外した。

監査に当たっては，監査対象機関から事前に提出された行政監査調書に基づき

事務局監査を実施し，その結果を踏まえて監査委員による委員監査を実施した。

注；徴税費と徴収費との区別は，地方自治法に定める用語の場合を「徴税費」とし，それ以

外のときは「徴収費」とした。
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２ 実施期間

平成１８年１１月から平成１９年３月まで

３ 監査の着眼事項

次の事項を共通着眼事項とした。

( ) 条例等の趣旨に沿った事業目的となっているか。1

( ) 予算規模は適正か。2

( ) 事業の実施状況は適切か。3

( ) 他の事業との連携はどうか。4

( ) 事業運営は適切か。5

第３ 産業廃棄物税の概要

１ 課税目的

産業廃棄物税は，循環型社会の構築をより効果的に進めるために，必要な施策

の推進や各種の支援策を実施する費用に充てることを目的として導入された。産

業廃棄物の発生・処理により環境に負荷を与える行為に経済的負担を課すことに

より，広く産業廃棄物の発生の抑制，リサイクル推進等のインセンティブ効果も

期待し得るものとされている。

２ 法令根拠等

県は，平成１６年３月に条例を制定して，地方税法第７３３条の規定に基づく

法定外目的税に係る総務大臣の同意を得る協議を平成１６年４月に行い，平成１

６年７月３０日付けで同意を得て，平成１７年４月１日から条例を施行した。

協議内容によると，①課税期間は，平成１７年度からの５ヶ年間とし，税収の

見込額は，６ヶ年度（一部平成２２年度に収入される分を含む ）で総額１７億。

５９００万円である。②税収の使途は，徴収費用を除いた全額を産業廃棄物の,

発生抑制・リサイクル促進に対する支援，環境・リサイクル産業の育成・振興及

び不法投棄等不適正処理対策の強化を図るための費用に充てるとしている。

３ 課税方法

(１) 課税対象と納税義務者

， ， ，課税対象は 県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入であり 納税義務者は

産業廃棄物を排出した排出事業者である。

( ) 課税の仕組み2

最終処分業者による「特別徴収」と自社処分の場合の「申告納付」がある。



- 3 -

イ 課 税 客 体 県内における産業廃棄物の最終処分場への搬入

ロ 納税義務者 排出事業者（中間処理業者を含む ）。

ハ 税 率 産業廃棄物の最終処分場への搬入重量１トンにつき

１０００円,

ニ 徴 収 方 法 最終処分業者による特別徴収（ただし，自社処分の場合

は排出事業者による申告納付 。３か月ごとの申告納入（納）

付 。）

図１ フロー図

排出事業者 納税義務者 排出事業者（ ）

産業廃棄物税相当額

（ ）産業廃棄物税 中間処理業者 納税義務者

産業廃棄物税

最終処分業者（特別徴収義務者） 自社処分業者

３か月分をまとめて 申告納入 申告納付

最終処分場の所在地を管轄する県税事務所

( ) 申告納税期限3

対 象 期 間 申告納入(納付)期限

１月１日から ３月３１日まで ４月末日

４月１日から ６月３０日まで ７月末日

７月１日から ９月３０日まで １０月末日

１０月１日から１２月３１日まで １月末日

４ 税金の使途

産業廃棄物税の使途は，条例第１９条の規定により，産業廃棄物の発生の抑

制，減量化，再生利用その他適正な処理の促進に関する施策の実施に要する費

用に充てることにしている。

， ，具体的には 産業廃棄物の発生抑制やリサイクルを推進するための技術開発

企業のゼロエミッション（※）に向けた取り組みに対する支援のほか，県内に
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おけるリサイクルを推進するために不可欠な環境・リサイクル産業の育成・振

興，また，不法投棄等不適正処理の監視体制を充実強化する経費に使われる。

※ゼロエミッション；ある産業から発生した廃棄物を別の産業で利用することにより，最終

的に埋立て処分する廃棄物量をゼロに近づけようとすることである。

５ 産業廃棄物税の特徴

産業廃棄物税は，循環型社会構築等を目指す施策目的を達成する手段として

導入されたものであることから，事業が進行して産業廃棄物の発生の抑制や減

量化，再生利用という施策目的が達成されて税収が減少していくことが望まし

い姿であり，税収に期待しない「インセンティブ税制」としての役割を有する

とも言われている。

また，全国で既に導入されている産業廃棄物税制度を見ると，大きく二つの

タイプに分類される。一つは産業廃棄物の排出に着目したタイプであり，もう

一つは産業廃棄物の埋立てに着目したタイプである。

本県の制度は後者に属し，このタイプは，排出事業者から直接最終処分場に

搬入される場合に，排出事業者に課税することによって排出抑制に直接的に働

， ， ，きかけることになり また 中間処理業者を経由して最終処分される場合には

リサイクルや中間処理業者による減量化を促進することになり，最終処分量の

抑制を誘導することを狙ったものともなっている。

このタイプの特徴としては，徴収コストが比較的少額であり，県内で課税さ

れたものが他県で再度課税されるという二重課税の問題が避けられ，税負担の

公平性が保てる，といった点が上げられる。

さらに，積載量１０トン車１台当たりにすると１万円の税負担になることか

ら，課税することにより他地域からの産業廃棄物の搬入量に影響するとも言わ

れる。

６ 他県等の導入実施状況

平成１４年４月に三重県が初めて「産業廃棄物税」を導入して以降，１府

２０県１政令市で導入している。東北地方においては，青森県，岩手県，秋田

県及び宮城県の４県が導入している。

なお，福島県は平成１８年４月から，山形県は１０月から，それぞれ課税し

ている。
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単位；千円）表１ 産業廃棄物税の税収発生初年度における決算額と基金現在高 （

初年度 県 名 初年度決算額 18.3.31における基金現在高

７８，１５７１４ 三 重 県 １３２，５３４

１５ １３，４４４鳥 取 県 ７，６０４

１５ ９４７，８１９岡 山 県 ８５５，９８７

１５ １，１８８，２９５広 島 県 ６３７，６５６

１６ １８７，５３２山 口 県 ２１４，１７２

１６ ６８，５３５岩 手 県 ９１，６６５

１６ ２２７，６０５新 潟 県 １９８，０７６

１６ ２９，１５４滋 賀 県 ５５，９５０

１６ ３０６，４９９奈 良 県 １９３，７７６

１７ １８９，２８５宮 城 県 ２９２，３０４

１７ ３３，３８６島 根 県 ９４，５７２

１７ ０福 岡 県 ３０２，９５８

１７ ３２，２８８佐 賀 県 ９０，３９９

１７ ８７，８０７長 崎 県 １４７，０００

１７ ４７，０１２熊 本 県 ２０４，６８３

１７ ９０，８０７大 分 県 ２１１，４２８

１７ ７６，３３８宮 崎 県 １８９，５９２

１７ ０鹿 児 島 県 ９７，５１９

注１ 税収を基金として管理している１８県を掲載した。

２ 税率は，８００円～１０００円／ｔである。,
３ 三重県は，平成１４年度から課税しているが，税金の納付が年１回で翌年度に収納され

るため，税収発生初年度は，平成１５年度になる （平成１４年度は一般財源で事業を実。

施 ）。

第４ 平成１７年度産業廃棄物の施策と産業廃棄物税収入及び充当事業の決算状況

１ 平成１７年度で取り組んだ産業廃棄物の施策状況

平成１７年度における産業廃棄物にかかる施策事業は，資源循環推進課所管事

業で１７事業，また，廃棄物対策課所管事業で８事業が行われており，うち産業

， ，廃棄物税を充当して実施している事業は５事業 事業費で４４３３万円であり,

残り２０事業は，産業廃棄物税ではなく一般財源により事業が行われている（参

考資料１参照 。）

注；産業廃棄物税の充当事業と一般財源で行う事業の区分については，産業廃棄物税の課税開始

される以前からの事業を引き続き実施する場合は一般財源によることとし，平成１７年度から新

しく始める事業（新規事業 ，既存の事業を拡大する事業（拡大事業）及び充実する事業（充実）

事業）については産業廃棄物税を充当して事業を実施することにしている。

一方，平成１７年度は 「廃棄物処理計画 （平成１４年３月策定）の中間見直， 」

しの時期であり，加えて，循環型社会形成推進基本法（平成１２年６月施行）に

基づく県計画を策定することにしたため，２つの計画を併せた計画づくりが行わ

れ，新しい「循環型社会形成推進計画 （以下 「推進計画」という ）が平成１」 ， 。
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８年３月に策定された。

推進計画は，循環型社会形成推進基本法に定められた，天然資源の消費を抑制

し，循環利用量が増大する社会，同時に，エネルギーや食料の消費も極力無駄を

排し，抑制することなどにより，物質の投入量と廃棄物等の発生を抑えて，地球

環境に負荷をかけない社会づくりを目指すものであり，また，廃棄物処理法に定

められた廃棄物の排出を抑制し，分別，保管，収集，運搬，再生，処分等の処理

をして，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ろうとするものである。

したがって，平成１７年度における産業廃棄物施策事業は，推進計画を先取り

したものであるとは言えるものの，産業廃棄物税充当事業については，計画的，

体系的に実施されたものとは必ずしも認められない。

２ 平成１７年度産業廃棄物税の決算状況

( ) 歳入決算額（産業廃棄物税＋預金利子） ＊２９２３５６０４１円1 , ,

内訳は，産業廃棄物税２９２３０３６９８円，産業廃棄物税基金運用預金利子＊ , ,

５２３４３円である。,

( ) 徴税費（人件費，事務費，交付金） １３８７４０００円2 , ,

( ) 産業廃棄物税基金積立額 ＊２７８４８２０４１円3 , ,

内訳は，既基金積立額２３６１７２０００円，未積立金４２３１００４１円である。＊ , , , ,

なお，未積立額は平成１８年度で基金に積立てられる。

( ) 産業廃棄物税基金積立額からの事業費充当額 ４４３３５７０３円4 , ,

( ) 産業廃棄物税基金の残額 ＊２３４１４６３３８円5 , ,

平成１８年３月末における産業廃棄物税基金現在高は，１８９２８５０００円である。＊ , ,

なお，５月末までに２５５１２９７円が基金に積立てられており，残る未積立額, ,

４２３１００４１円は平成１８年度で基金に積立てられる。, ,

３ 平成１７年度産業廃棄物税を充当して実施した事業内容と実施状況

平成１７年度において産業廃棄物税を財源にして実施した事業は，資源循環推

進課所管で３事業，歳出決算額３７７２７５８９円，廃棄物対策課所管で２事, ,

業，歳出決算額６６０８１１４円の合計５事業，歳出決算額合計, ,

４４３３５７０３円である。, ,

( ) 資源循環推進課が実施した事業等1

資源循環推進課の廃棄物に関係する所管事務事業は，循環型社会の形成の推

， ，進に係る総合的な企画及び調整 廃棄物等の発生の抑制及び循環資源の再使用

リサイクル等の促進，廃棄物処理計画に関する事務事業である。



- 7 -

イ リサイクル設備等整備支援事業 総額；２５９０４６３６円, ,

（うち事務費；１６６６３６円）,

県内に事業所を置く事業者等が実施する産業廃棄物の発生抑制，再使用，

再生利用に関する設備機器の整備に係る経費の一部を助成するものであり，

， ， 。次の３社に対して ３件 総額２５７３万８千円の補助金を交付している,

＜補助した３件の事業内容等＞

○ Ａ社（東松島市）に対する補助金の交付対象事業は，自社発生ペットボ

トルラベル類を燃料とするためのリサイクル事業であり，再生利用目標数

量を年間２２０ と見込み，そのために必要な軟質廃プラスチック類溶融t

固化機設置経費等５９５２３８０円に対して１／２以内である２９７万, ,

６千円の補助金を交付している。

機械設置は平成１８年３月末に完了し，その後，調整や労災事故に伴う

安全対策等により稼働が遅れたものの，１２月から本格稼働している。

○ Ｂ社（大崎市）に対する補助金の交付対象事業は，自社発生廃エンジニ

アリングプラスチック類を燃料とするためのリサイクル事業であり，再生

利用目標数量を年間８２ と見込み，そのために必要な廃エンジニアリンt

グプラスチックの保管建屋（４７㎡）の構築物設置経費２８０４５５０, ,

円に対して１／２以内である６６万７千円の補助金を交付している。

○ Ｃ社（塩竃市）に対する補助金の交付対象事業は，自社発生カット野菜

残渣を原料にして肥料化するものであり，みやぎ・エコグリーンファーム

・ネットワーク構築事業の一環として進められている。

再生利用目標数量は，年間５２８ を見込み，そのために必要なコンポt

スト製造装置設置経費等４４１９００００円に対して１／２以内である, ,

２２０９万５千円の補助金を交付している。,

装置については平成１８年２月後半から搬入を開始し，調整運転をした

後の４月から本格稼働している。

＜実施状況の確認内容＞

補助金の交付事務等にかかる財務会計処理は，適正になされており，補助し

た３社については，廃棄物の再生利用目標数量が年間で合計８３０ｔ，補助金

は１社当たり最低金額６６万７千円から最高２２０９万５千円までである。,

また，交付した補助金については，設備整備後の１年間，効果測定し，補助

金交付要綱で，再生利用目標数値と現状数値に著しい差がある場合の補助金返

還を定めている。
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ロ 企業間連携型廃棄物処理システム構築支援事業 総額；２２７３０００円, ,

現状のままでは，流通事情や再資源化技術，採算性等の課題からリサイク

ルされていない産業廃棄物等ついて，複数の企業が連携して継続的，効率的

な廃棄物のリサイクルシステムの構築に向けた仕組みづくりを促進すること

を目的として，次の５者，５件に補助金を交付している。

＜補助した５件の事業内容等＞

○ ミヤギ・エコグリーンファーム・ネットワーク構築事業

カット野菜製造業者から排出される野菜残渣を肥料化し，契約野菜農

家等に提供して，栽培された野菜をカット野菜製造業者が購入し活用す

るという食品残渣の循環利用システムを構築するものであり，補助対象

経費は，焼却処分していた野菜残渣でつくる肥料を使った有機野菜栽培

を拡大するために，完全肥料化する調査機械の使用料経費等として支払

った１２９８５１６円に対して１／２以内である６４万９千円の補助, ,

金を交付している。

・ 補助先；Ｃ社（塩竃市）

○ 廃プラスチック類を固形燃料化して販売等を目指すリサイクルシステム

構築事業

県内複数のプラスチック製造業者から排出される少量の廃プラスチッ

クを効率的に収集し，専門業者がＲＰＦ（プラスチック製固形燃料）化

して工場のボイラー燃料として販売しようとするものであり，補助対象

経費は，排出事業者の開拓や廃プラスチックの排出・流通・再資源化に

向けての現況調査を委託して支払った経費等１１４２８５９円に対し, ,

て１／２以内である５７万１千円の補助金を交付している。

・ 補助先；Ｄ社（柴田町）

○ 企業間連携構築による少量廃棄物の共同回収

同一地域における 取得企業を中心に検討会を設置して，少ISO14001

量廃棄物の共同再資源化を検討するほか，地域の中小企業参画も視野に

入れた再資源化ルートの確立を目指すものであり，補助対象経費は，処

理技術などを検討するために要する費用として，廃棄物管理のための教

材を購入した経費６６６６７円に対して１／２以内である３万３千円,

の補助金を交付している。

・ 補助先；Ｅ社（大衡村）
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○ バイオリサイクル燃料（ＢＲＦ）化システム構築事業

主に石巻地区の排出事業者，中間処理業者及び収集運搬業者等の連携

により，廃プラスチックや建築廃木材をＲＰＦと木くずチップ化し，品

質・経済性・流通性を高め，工場の燃料として売却を目指すものであり，

補助対象経費は，７回実施した検討会や事業化に向けたコーディネート

を委託して支払った経費等１７８０９８７円に対して１／２以内であ, ,

る８９万円の補助金を交付している。

・ 補助先；Ｆ社（石巻市）

○ Ｒびん（リターナブルびん）の普及と循環システム（リユース）の構築

日本酒小ビン（３５０ｍｌ・７２０ｍｌ）について，一升瓶と同様の

リターナブル化を目指すものであり，補助対象経費は，業務用ルートな

どからのＲびん２４０００本にかかる回収・選別等を委託して支払っ,

た経費２６１４２８円に対して１／２以内である１３万円の補助金を,

交付している。

・ 補助先；Ｇ組合（仙台市）

＜実施状況の確認内容＞

補助金の交付事務等にかかる財務会計処理は，適正になされており，補助し

た５者については，補助金は１者当たり最低金額３万３千円から最高８９万円

となっており，事業内容は実績報告書等により確認されていた。

ハ 産業廃棄物不適正処理対策交付金 交付金額；９５４９９５３円, ,

仙台市に対して廃棄物の不法投棄防止等不適正処理対策を強化するため

に要した次の２事業費について交付金を交付している。

○ 不適正処理監視事業 事業費；７９８１２６７円, ,

交付金は，監視カメラの設置，看板設置，パトロール車の導入，産廃

Ｇメンの人件費等の経費に充てられている。

特に，大量の廃家電製品が不法投棄されていた青葉区上愛子のサイカ

チ沼には監視カメラ及びカメラ設置告知看板を設置したほか，他の４地

区にも看板を設置した。
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○ 不法投棄防止啓発事業 事業費；１５６８６８６円, ,

「 」 ，パンフレット 産業廃棄物の適正処理のために を１０００部作成し,

排出事業者等に配布した。また，排出事業者を対象とした産廃セミナー

の開催やラジオ広報などを行い，不法投棄防止に対する啓発を図った。

＜実施状況の確認内容＞

交付金の交付事務等にかかる財務会計処理は，適正になされており，交付し

た仙台市について，事業内容は実績報告書等により確認されていた。

( ) 廃棄物対策課が実施した事業等2

廃棄物対策課の廃棄物に関係する所管事務事業は，廃棄物の処理及び清掃に

関することであり，資源循環推進課の事務を除いた事務事業である。具体的に

は，廃棄物の適正処理推進施策を行っている。

事業費総額；６６０８１１４円, ,

（うち職員研修旅費；２０３４５０円）,

イ 産業廃棄物処理システム健全化促進事業

現状の廃棄物処理にかかるマニフェスト（廃棄物管理票）については，適

正処理情報が担保されないことから，各種情報技術の活用により処理情報を

できるだけオープン化・透明化して，廃棄物処理システムの適正化を推進す

るために，次の事業を実施している。

○ 産業廃棄物処理過程追跡管理システム及び産業廃棄物処理プロセス開示

システムに係る実証試験業務

県立病院（循環器・呼吸器病センター）から排出される感染性廃棄

物を対象に，産業廃棄物の処理過程の透明性を向上させるため，①デ

ジタルカメラの画像による廃棄物の搬出入状態の把握，②ＧＰＳ（全

地球測位システム）を用いた収集運搬車の運行経路追跡，③産業廃棄

物処理施設内に設置したライブカメラによる処理状況の開示の実証試

験を，専門業者に委託して実施した。

・ 委託先；Ｈ社（東京都）

・ 委託額；１６８１９７４円, ,

ロ 産業廃棄物不法投棄監視強化事業

不法投棄や不法焼却などの不適正処理事案の早期把握や拡大防止を図る

ため，従来の不法投棄防止対策に加え，監視強化を中心とした各種取り組

みを進めるため，次の４事業を実施している。
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○ 産廃ガードマン配置業務委託

民間事業者（警備会社）を活用した「産廃ガードマン」を配置し，

行政による監視が手薄となりがちな早朝を含む夜間及び休日に重点を

置いた定点監視を行い，不適正処理の調査や無許可営業現場の監視な

どを行った。

・ 委託先；Ｉ社（仙台市）

・ 委託額；出動１回当たり２５２００円,

・ 実績額；６０４８００円,

他に，定点監視用に使用するビデオカメラ２台を購入している。

・ 備品購入額；４５４９６５円,

○ 民間ヘリコプターによる上空からの監視運行業務委託

民間ヘリコプターによって上空からの監視パトロールを２回行い，

不法投棄防止に努めた。

・ 委託先；Ｊ社（岩沼市）

・ 委託額；８２３２００円,

○ 最終処分場等航空撮影業務委託

民間航空機を用いて上空から処分場を定期的に写真撮影し，最終処

分場の広がり状況を判別し，最終処分場容積報告のチェック等に活用

した。

・ 委託先；Ｋ社（仙台市）

・ 委託額；１７６４０００円, ,

○ 不法投棄防止広報委託

仙台市と共同で在仙のＡＭ局・ＦＭ局から３パターンにより実施し，

不法投棄防止強化月間（９月）では毎週３回，それ以外の月は毎週１

回２０秒間放送して啓発に努めた。

・ 委託先；Ｌ社 ・ 委託先；Ｍ社

・ 委託額；６０３２２５円 ・ 委託額；４７２５００円, ,
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「参考 廃棄物処理法に基づく行政処分及び告発件数の推移」

行政処分件数

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

許可の取消 ８ １０ １０

０ ２ ６事業及び施設使用停止命令

改善命令 １２ ６ ３

措置命令 １３ ８ １

計 ３３ ２６ ２０

告発件数

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

告 発 ２ １ ２
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第５ 監査の結果と意見

今回の行政監査では，産業廃棄物税基金の管理や充当事業にかかる財務会計事務

等については，法令等に基づき適正かつ妥当に処理されていることが確認された。

しかしながら，税収額に比べて条例の使途に充当された事業費が非常に少なく，

産業廃棄物税導入の目的に沿った活用が十分になされているとは言えない状況にあ

った。

このことは，産業廃棄物税の税収を活用して実施する充当事業の位置付けや推進

方策等に課題があると思われたことから，財務会計事務だけではなく，計画や事業

の実施運営などについても広く監査を実施した。

監査の結果及びそれに対応する監査の意見は，次のとおりである。

１ 産業廃棄物税の課税と施策目標との整合性について

産業廃棄物税は，課税期間を平成１７年度から平成２１年度までの５ヶ年間と

し，その税収の合計試算額は，１７億５９００万円としている。,

一方，課税した税収見込みに対応する事業費については，税収の活用目的はあ

るものの，国への協議において「財政需要が存在すること」が必要事項でなくな

ったこともあり，歳出事業費の試算額は出されていない。

平成１７年度の税収は，２億８６００万円を見込んでいたところ，決算額は,

２２％増の２億９２３０万３６９８円となり，税収見込みは初年度から達成さ. , ,

れている。

また，平成１７年度の歳出決算では，産業廃棄物施策のために充当した額は

４４３３万５７０３円であり，基金積立て未済分（平成１８年度で積立てする, ,

額）４２３１万４１円を加えると合計２億３４１４万６３３８円が残額となっ, , ,

ている。

注；年度末基金現在高を初年度決算額（収入）で単純に割った残高率は，表１の平成１７年度か

ら産業廃棄物税を導入した９県中，本県が一番高い。

このように，平成１７年度においては，充当事業が少額で基金積立額の残額が

多くなっているが，この要因としては，制度発足初年度のため需要予測が実績と

違ったことや，事業費を年度平均化するため基金積立額を確保したことなどによ

るものと思われる。

しかしながら，産業廃棄物税は目的税として導入されたものであり，税収額に

見合った歳入歳出予算が計上され，計画的に執行されるべきである。平成１８年

１２月に県の税制研究会がまとめた中間報告書も 「法定外目的税については，，

， ， ，政策目的達成の手段として導入されるものであり このため 創設に当たっては

特定の政策目的を明確にすることが必要であり，既存の政策を見直し・再構成し
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た上で新たな政策を構築・拡充することを検討する必要がある 」としている。。

このような考え方を参考にして，産業廃棄物税にかかる施策目標等の設定状況

を確認すると，前記第４に記載したように，平成１７年度においては，平成１４

年度に策定していた廃棄物処理法による「廃棄物処理計画」に基づいた事業等が

行われており，当該計画の中には，新設導入した産業廃棄物税の位置付けがなさ

れていない状況である。

また，平成１８年３月に策定された「循環型社会を構築するため」の推進計画

においても 「産業廃棄物税を活用する」などと表現されるに止まっており，こ，

れを活用した事業の位置付けが明確になっていない。

したがって，今後，法定外目的税である産業廃棄物税を新設導入した趣旨を踏

まえた充実した充当事業が展開されるよう，産業廃棄物税の活用を含めた具体的

な施策事業にかかる実施計画を明らかにすることが必要である。

２ 事業の実施運営について

( ) 県と仙台市の連携について1

県域の産業廃棄物にかかる事務は，産業廃棄物法に基づいて県全域の計画策

定等を県が所管し，規制関係については，県及び県と同等の権限を有する政令

。 ，市の仙台市とが所管している 平成１７年度からの産業廃棄物税課税に伴って

仙台市分の産業廃棄物対策事業である不法投棄等不適正処理事業を除き，県が

仙台市を含む県全域の産業廃棄物施策を実施することになった。

しかし，産業廃棄物の処分量の割合が県３に対して仙台市２であり，また，

仙台市には排出事業者数も多いことを考えると，産業廃棄物施策について，仙

台市にはより一層の役割分担と主体的な取り組みが期待される。

したがって，課税期間終了後の平成２２年度からの対応としては，例えば施

策基本を決める会議や事業を共同主催とするなど仙台市との事業運営のあり方

を検討し，県域全体についてバランスのとれた推進計画を実施するよう努める

必要がある。

( ) 県庁内の連携について2

産業廃棄物に対しての各種法令が近年，次々と拡大整備される中にあって，

県の産業廃棄物対策に関係する所管担当部局も多くなってきている。土木部で

， ，関係するのは建設リサイクル法であり 産業経済部は家畜排せつ物法を扱うが

これらの産業廃棄物の排出量は非常に大きい。最近では，制度の啓発や事業実

施においても，所管部で事業者を指導したり，県発注建設工事においてリサイ

クル化を取り入れたりする事例も増えてきている。

しかし，平成１７年度の庁内における事業調整としては，環境保全連絡会議

で宮城県循環型社会推進計画をテーマにした会合を１回持ったほかは，関係課
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の班長会を４回開催したに止まっている。環境生活部以外の部からの事業要望

も皆無であった。

循環型社会への関心の高まりとともに，産業廃棄物対策関連法令が拡大整備

されていく中で，循環型社会推進施策を広範囲に進めていくには庁内の連携を

強化し，環境生活部だけでなく全庁的・横断的に広く事業運営に取り組む必要

がある。

３ 納税者や県民に対する説明等について

県は，毎年度の歳入・歳出予算書及び決算書並びに財政状況について，公報や

県政だよりなどで，その状況を広く県民に報告をしており，産業廃棄物税基金に

ついても他の基金と同様に，現在高の年度内状況を報告している。

しかし，産業廃棄物税は，循環型社会を構築するための施策に必要であるとし

て，新たに導入した税制度である以上，納税者や県民に対して，県は，詳細な説

明や報告をする責任がある。推進計画においても「実施していく」とのことであ

り，平成１８年度からは説明がなされていくものと思われるが，内容や方法につ

いても十分検討して県民への説明責任を果たすように努められたい。

公開される情報にあっては，収入，使途，残額などの財務内容に止まらず，施

策目標，その達成度，残された課題などについても詳細な情報を広く県民に提供

して周知を図っていくべきである。

特に，循環型社会形成の構築は，産業廃棄物に携わる事業者のみではなく，全

ての県民に関係することであるから，県民の意識の醸成や向上を図る上でも，県

は，情報公開を積極的に行う必要がある。
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第６ むすび

今回の監査は，地方自治法第１９９条第２項に定められた行政監査として実施し

たものであり，テーマを「産業廃棄物税の使途」にするに当たっては，産業廃棄物

税を平成１７年度から県が制度導入したこと，税は住民に重大な利害関係をもたら

すことなどから，事務処理方法や行政運営方法などを含めた行政監査の対象として

相応しいと判断をしたものである。

監査は，平成１７年度を中心に実施したが，監査期間の後半には平成１９年度の

予算編成作業も進行していたことから，その状況等についても確認をした。

平成１９年度については ほぼ税収に見合った充当事業費が予算化されており 参， （

考資料２参照 ，また，産業経済部から家畜排せつ物の再利用をはじめ８事業が新）

規に事業化要求されるなど，幅広い庁内連携づくりも進展し始めている状況となっ

ている。

， ，このことは 関係機関・職員が一体となった努力の現れと評価するものであるが

限りある資源の下で営まれているこれまでの大量生産，大量消費，大量廃棄型の社

会経済システムから脱却して，環境への負荷が少なく持続的発展が可能な循環型社

会を構築するため，今後とも，産業廃棄物税の充当事業に携わる関係機関・職員の

なお一層の努力を願うところである。
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参考資料１ 産業廃棄物施策の平成１７年度決算状況

（ ）１ 資源循環推進課所管事業 単位：千円

決 算 額

は 産業廃棄物税充当金額である )施 策 項 目 (ゴシック ， 。

１ 循環型社会推進事務

① 廃棄物処理計画普及啓発事業 ２３９

② 循環型社会推進事務費 ７２８

③ 廃棄物処理計画策定事業 ３８０

④ 建設リサイクル法施行事務費 ９１３

⑤ 自動車リサイクル法施行事務費 ２５４８,
⑥ 産業廃棄物税基金積立金 ２３６１７２,
産業廃棄物不適正処理対策交付金 ９,５５０⑦

２ 廃棄物の発生・排出の抑制の推進

① ごみ減量化・再資源化促進事業 １０５０,
② ごみ減量化・リサイクル普及啓発演劇 ４２８９,
上演事業

③ ゼロエミッション推進事業 ２５０

④ 環境産業新技術開発緊急支援事業 ５８１３３,
企業間連携型産業廃棄物処理システム ２,２７３⑤

構築支援事業

３ 廃棄物の再生利用の推進

① リサイクル製品普及拡大事業 １１５９,
リサイクル設備等整備支援事業 ２５,９０５②

４ 環境・リサイクル産業の振興

① みやぎエコファクトリー立地促進事業 ２９７０６０,
② 環境産業コーディネーター派遣事業 ２１２１９,

５ リサイクルエネルギーの利用促進

① 地域リサイクルエネルギー資源利用促 ８８３

進事業

１７事業

決算額 ６６２７５１,
合 計 うち産業廃棄物税充当事業数 ３事業

３７,７２８充当金額
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２ 廃棄物対策課所管事業 （単位：千円）

決 算 額

は 産業廃棄物税充当金額である )施 策 項 目 (ゴシック ， 。

１ 産業廃棄物の適正処理の推進

① 廃棄物処理施設等監視指導事業等 ５４１９,
② 不法投棄防止対策事業 ５８７２,
③ 産業廃棄物適正処理監視指導員設置 ２６９１０,
事業

産業廃棄物不法投棄監視強化事業 ４,９２６④

⑤ 産業廃棄物処理施設設置指導事業 ８９２６,
産業廃棄物処理システム健全化促進 １,６８２⑥

事業

⑦ ＰＣＢ廃棄物適正処理推進事業 ４９２３７,
⑧ 浄化槽対策事業 １２６５２８,
⑨ 上記以外の管理事務費 ２４１８,

８事業

決算額 ２３１９１８,
合 計 うち産業廃棄物税充当事業数 ２事業

６,６０８充当金額

参考資料２ 産業廃棄物税にかかる歳入歳出の推移

（単位：千円）

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

項 目 決 算 額 最終予算額 当初予算額

産業廃棄物税収入

（預金利子含む） ２９２３５６ ３７０４５３ ３５００００, , ,

徴税費 １３８７４ １５２９５ １５７０２, , ,

充当事業費 ４４３３６ １２４３３８ ３０８３７０, , ,
（うち環境生活部

以外分） （該当なし） （該当なし） （５６８００）,

差引き残額 ２３４１４６ ２３０８２０ ２５９２８, , ,


